
 

平成19年11月８日  

各 位  

会 社 名 バ ン ダ イ ビ ジ ュ ア ル 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 川 城 和 実

         （コード番号 4325 東証第一部）

問合連絡先名 取締役経営・管理セクションリーダー

  藤 川 正 之

 （ T E L ： 0 3 - 6 2 5 2 - 3 3 7 7 ）

 

当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社バンダイナムコホールディングス（コード番

号：7832 以下、「バンダイナムコホールディングス」といいます。）による当社が発行する普

通株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）について下記のとおり意見を表明

することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、上記取締役会決議は、バンダイナムコホールディングスが当社を完全子会社化すること

を企図しており、本公開買付けの結果又はその後の一連の取引を経て当社株式が上場廃止となる

可能性があることを前提としております。 

 

記 

 

１. 公開買付者の概要  

(１) 商 号 株式会社バンダイナムコホールディングス 

(２) 事 業 内 容 
バンダイナムコグループの中長期経営戦略の立案、遂行 

グループ会社の事業戦略実行支援、事業活動の管理 

(３) 設 立 年 月 日 平成17年９月29日 

(４) 本 店 所 在 地 東京都港区港南二丁目16番２号 

(５) 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長  高須 武男 

(６) 資 本 金 100億円 

(７) 大 株 主 及 び 持 株 比 率 

 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.7%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   5.7%

中村雅哉                                        5.5%

株式会社マル                                     4.0%

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 
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（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券

決済業務室）                                     3.4%

モルガンスタンレーアンドカンパニーインク（常任代理人 

モルガン・スタンレー証券株式会社）               3.2%

ザシルチェスターインターナショナルインベスターズイン

ターナショナルバリューエクイティートラスト（常任代理人

香港上海銀行東京支店）                           3.2%

ユウゲンガイシャサンカ（常任代理人 株式会社三菱東京 

ＵＦＪ銀行）                                     2.8%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 

                                                 2.2%

ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリユーエス

タックスエグゼンプテドペンションファンズ（常任代理人 

香港上海銀行東京支店）                           1.9%

＊平成19年３月31日現在 

資 本 関 係 バンダイナムコホールディングスは、当社

の発行済株式総数の63.2％（90,975株（間

接保有分0.8%を含む。））を保有しており

ます。 

人 的 関 係 当社の代表取締役１名は、バンダイナムコ

ホールディングスの非常勤取締役を兼任し

ております。 

(８) 買付者と対象者の関係等 

取 引 関 係 当社は、バンダイナムコホールディングス

に対してブランディングコンサルティング

の委託（注）及び資金の貸付を行っており

ます。 

  関連当事者へ

の 該 当 状 況

バンダイナムコホールディングスは当社の

親会社であるため、関連当事者に該当しま

す。 

注．ブランディングコンサルティングとは、当社がバンダイナムコグループの一員であることに

より得ることができる社会的認知度や信用度等のメリットを享受することについてのコンサ

ルティング業務委託のことです。 

 

２. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

(１) 本公開買付けに関する意見の内容 

当社は、平成 19 年 11 月８日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の決議を

いたしました。 
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(２) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

① 本公開買付けに至った背景及び当社にとっての意義 

当社の親会社であるバンダイナムコホールディングスは、持株会社として当社以外にもそ

の傘下に多数のエンタテインメント系企業を擁し、エンタテインメント事業を総合的に展開

する企業集団（以下、「バンダイナムコグループ」といいます。）を形成しております。バン

ダイナムコグループでは平成 18 年４月より推進している３ヵ年の中期経営計画において、事

業・地域・コンテンツの３つのポートフォリオ機能の強化並びに相乗効果発揮により「ポー

トフォリオ経営の強化・充実・拡大」をはかることを最大のテーマとしており、その実現の

ために最適なグループ組織の構築を実行しております。 

 

当社は、バンダイナムコグループにおける映像音楽コンテンツ戦略ビジネスユニット（以

下、「SBU」といいます。）における主幹会社として、映像を中心としたコンテンツのプロデュ

ースから DVD 等のパッケージ販売までを一貫して行っております。自社で著作権を保有する

作品は、500 シリーズ、1700 時間に達しており、これまでに製作に携わった多くのアニメー

ション作品・邦画は、世界各国で高い評価を得ております。当社は、こうしたハイクオリテ

ィな作品を創出し、それを世界中へ提供していくことを当社のミッションに掲げております。 

 

当社は、平成 13 年 11 月には映像作品製作などに関する資金需要の観点から、日本証券

業協会に株式店頭登録をして株式を公開し、平成 15 年 12 月には日本証券業協会への店頭登

録を廃止し、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）市場第二部

に市場を変更、平成 18 年２月に東京証券取引所市場第一部に指定いただきました。その間当

社では、７期連続での最高益を更新し、順調に成長・拡大を続けて参りました。また、平成

18 年２月策定の第３次中期経営計画におきましては、「クロスコンテンツ・クロスメディア戦

略」を掲げ、その実行により事業の拡大及び効率化を追求し、「映像エンタテインメント企業」

から「コンテンツビジネスの総合プロデュース企業」へのステップアップを軸としておりま

す。 

 

クロスコンテンツ戦略とは、ビジネスフィールドを映像だけに留まらず、音楽や出版へ広

げ、より多くの魅力あるコンテンツを創出していくことです。また、クロスメディア戦略と

は、コンテンツの特性に応じてパッケージ販売やネットワーク配信などに手法を変化させ、

より効果的なコンテンツの新しい楽しみ方を提供することです。具体的には、パッケージか

らインターネットを中心とした新たなメディアへ、さらに国内から海外へとエリアを拡大し

てゆくものであります。当社は、「クロスコンテンツ・クロスメディア戦略」に基づき、 平

成18年３月に当社の連結子会社である株式会社エモーションを再編し出版コンテンツの開発

及び新たな原作の創出を同社の新たなミッションといたしました。また、平成 17 年１月に米

国法人 BANDAI VISUAL USA INC.を設立し、翌年４月から米国におけるパッケージソフト販売

を開始しております。そして、平成 18 年５月には、音楽制作会社である株式会社ランティス

の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。さらに、平成 18 年７月にはアニメーシ
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ョンを軸とした総合サイトを運営する連結子会社として株式会社アニメチャンネルを設立し、

同年９月には総合アニメサイト「．ＡＮＩＭＥ」を開設しております。 

 

現在当社が事業展開する映像ソフト市場においては、次世代メディア登場によるパッケー

ジ市場環境のグローバル化、ネットワーク環境の急速な進化などにより、環境が大きく変化

するとともにグローバル規模で競争が激化しています。このような環境下において、バンダ

イナムコホールディングスは、バンダイナムコグループ全体の中長期的な戦略のもとスピー

ディな経営判断を行うために、本公開買付け及びその後に予定している後述の株式交換によ

り当社を完全子会社化することが必要であるものと判断しました。これによりバンダイナム

コホールディングスは、戦略実行力を高めるための機動的な組織再編を実行し、グループの

相乗効果による総合力を発揮することで事業を成長させ、グループ企業価値の最大化を推進

します。なお、現在バンダイナムコホールディングスでは次期中期経営計画の策定が行われ

ており、グループ全体を取り巻くさらなる環境変化に、より効果的に対応すべくグループ全

体の最適な組織体制の構築を検討・実行してまいります。 

 

当社としましても、上記のような当社を取り巻く環境の変化がより激しさを増す昨今、当

社グループが実施しております「クロスコンテンツ・クロスメディア戦略」をより確実かつ

効果的に実行する上では、当社グループ内にとどまらず、バンダイナムコグループにおける

映像音楽コンテンツ SBU 内でより柔軟な事業再編を行うことが必要であると考えております。

そのような事業再編を機動的に実行し、グループシナジーの最大化を図っていくことが、当

社の中長期的な成長及び企業価値の最大化を実現するため不可欠であることから、親会社で

あるバンダイナムコホールディングスの完全子会社となることが最善であると判断し、本公

開買付けに賛同することを決定しました。また、本公開買付けの結果次第では、当社株式は

上場廃止となる可能性がありますが、後段②の説明のとおり、本公開買付けの算定価格は合

理的な価格であり、当社の少数株主に対しても適切な株式売却の機会を提供するものである

と判断し、賛同することといたしました。 

 

今後は、上記の事業戦略の遂行のため、当社が主体となって映像音楽コンテンツ SBU 内の

事業再編に取り組み、バンダイナムコグループにおけるコンテンツプロバイダーとして更な

る事業拡大を目指してまいります。 

 

② 本公開買付けに関する意見の根拠、買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措

置及び利益相反を回避する措置 

本公開買付けの買付価格である１株当たり 287,000 円は、当社の普通株式の東京証券取引

所における過去１ヶ月間（平成 19 年 10 月８日から平成 19 年 11 月７日まで）の売買価格の

出来高加重平均株価（228,862 円。小数点以下を四捨五入。）に約 25.4％（小数点以下第二

位を四捨五入。）のプレミアムを、また、平成 19 年 11 月７日の東京証券取引所における終

値（222,000 円）に約 29.3％（小数点以下第二位を四捨五入。）のプレミアムを加えた金額
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となります。 

当社の取締役会は、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社の取締役会が公

正かつ合理的な判断を行うために必要な情報収集に努めてまいりました。当社は、バンダイ

ナムコホールディングスの子会社に該当することから、本公開買付けにおける買付け等の価

格の評価の公正性を担保するための措置の 1つとして、バンダイナムコホールディングスと

は別個に、当社及びバンダイナムコホールディングスとは独立した第三者機関であり、かつ

当社の関連当事者に該当しない野村證券株式会社に当社の株式価値の算定を依頼し、平成

19 年 11 月２日付で当社の株式価値に関する「株式価値算定書」（以下、「算定書」といい

ます。）を取得しました。算定書では、市場株価平均法、ディスカウンテッド・キャッシュ・

フロー法（ＤＣＦ法）の各手法を用いて分析をしております。平成 19 年 11 月８日開催の当

社の取締役会においては、算定書を参考にしたうえで、本公開買付けの買付価格や、本公開

買付けに関する諸条件の妥当性について当社及びバンダイナムコホールディングスの財務

状況、事業上のシナジー及び株主間の公平性等の観点から慎重に検討いたしました。その結

果、当社は、本公開買付けが当社の企業価値向上に寄与するものであるとともに、その買付

価格が算定書における各手法で算定された当社株式価値の下限値を上回り、当社株式の直近

の市場株価に対しても合理的な価格であることから、当社の株主に対して当社株式の適切な

売却の機会を提供するものであると判断し、本公開買付けに賛同することを決議いたしまし

た。なお、当社の社外取締役１名及び社外監査役３名は、平成 19 年 11 月８日の取締役会を

含めて複数回に亘り当社株式価値や本公開買付けに関する諸条件等について協議を行った

上で、かかる賛同決議に賛成である旨の意見を述べています。 

 

(３) 本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項） 

バンダイナムコホールディングスは、現在、当社の発行済株式総数の 62.39％（89,850 株）

を保有し、当社を連結子会社としておりますが、今般、当社を完全子会社化することを目的と

して、当社の発行済株式の全て（但し、バンダイナムコホールディングスが既に保有している

当社株式を除きます。以下、同様とします。）の取得を目指して本公開買付けを行います。また、

バンダイナムコホールディングスは、本公開買付けにより当社の発行済株式の全てを取得でき

なかった場合、バンダイナムコホールディングスを完全親会社、当社を完全子会社とする株式

交換（法令に従い当社の株主総会による承認決議を経ずに略式株式交換を行う場合もあります。

以下、「本株式交換」といいます。）により当社を完全子会社化することを計画しております。

本株式交換が行われる場合、バンダイナムコホールディングスが本株式交換に際して当社の株

主（バンダイナムコホールディングスを除きます。）に対してその株式に代わり交付する金銭等

（バンダイナムコホールディングスの株式を含みます。）の内容及び数若しくは額の詳細は現段

階では未定ですが、バンダイナムコホールディングスからは本公開買付けの買付価格に準ずる

経済的価値の金銭等を交付することが提案される予定です。但し、本株式交換の対価となる金

銭等及びその割当てに関する事項は、当社及びバンダイナムコホールディングスの今後の事業

を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響、本株式交換契約に係る株式

交換契約締結時の両社の株式価値の評価等を踏まえた上で、当社とバンダイナムコホールディ
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ングスの協議により決定されますので、その経済的価値は本公開買付けの買付価格とは異なる

こととなる可能性があります。また、本株式交換に際して、当社の株主が法令の手続きに従い、

当社に対して株式買取請求を行うことができる場合がありますが、この場合の１株当たりの買

取価格についても、本公開買付けの買付価格又は本株式交換により当社の株主が受領する経済

的価値と異なることとなる可能性があります。本公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際

しての株式買取請求に係る税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いた

だきますようお願いいたします。 

(４) 上場廃止となる見込みがある旨 

当社の普通株式は東京証券取引所に上場されていますが、本公開買付けにおいて買付予定の

株券等の数に上限及び下限が設けられておらず、応募株券等の全部の買付けが行われるため、

本公開買付けの結果によっては、仮にその後本株式交換を行わない場合であっても、当社の普

通株式は、東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能

性があります。また、上記のとおり本株式交換が行われる場合には、当社の普通株式は東京証

券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。上場廃止

となった場合、当社の普通株式は東京証券取引所において取引ができなくなり、当該株式を将

来売却することが困難になることが予想されます。 

 

３. 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。  

また、公開買付者と当社との間に重要な合意事項はありません。 

 

４. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

５. 公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

６. 公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

７. 本公開買付けの概要について 

添付書類 バンダイナムコホールディングスの適時開示書類（「バンダイビジュアル株式会

社の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」）に記載のとおりです。 

 

以上 
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平成19年11月８日  

各 位  

会 社 名 株式会社バンダイナムコホールディングス

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  高  須  武  男

         （コード番号 7 8 3 2  東証第一部）

問合連絡先名   経営管理部 ゼネラルマネージャー

  浅 古 有 寿

   （TEL：０３（５７８３）５５００）

 

バンダイビジュアル株式会社の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 

 

 

株式会社バンダイナムコホールディングス（以下、「当社」といいます。）は、本日開催の取

締役会において、バンダイビジュアル株式会社（コード番号：4325 東証第一部 以下、「バン

ダイビジュアル」といいます。）が発行する普通株式の全部の取得を目指した公開買付け（以下、

「本公開買付け」といいます。）を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．買付け等の目的 

 

（１）本公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程 

 

本公開買付けの対象者であるバンダイビジュアルは、昭和 58 年８月に設立され、その後、株式

会社バンダイ（以下、「バンダイ」といいます。）の子会社として映像ソフト市場において事業を

展開してまいりました。平成 13 年 11 月に、環境の変化が著しく、急速に成長する市場環境のな

か、自主独立の経営によりバンダイグループとしての企業価値を向上することを目的とし、また、

映像作品製作などに関する資金需要の観点から、日本証券業協会に株式を店頭登録して株式を公

開しました（さらに、平成 15 年 12 月に日本証券業協会への店頭登録を廃止し、株式会社東京証

券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）市場第二部に上場、平成 18 年２月に東京証券

取引所市場第一部に指定。）。その後、平成 17 年９月にバンダイと株式会社ナムコの経営統合によ

り当社が設立され、バンダイビジュアルは当社の子会社となりました。 

当社は、前述の経営統合により持株会社として、その傘下にバンダイビジュアルをはじめ多数

のエンターテインメント系企業を擁し、エンターテインメント事業を総合的に展開する企業集団

（以下、「バンダイナムコグループ」といいます。）を形成しております。 

バンダイナムコグループでは平成 18 年４月より推進している３ヵ年の中期経営計画において、

事業・地域・コンテンツの３つのポートフォリオ機能の強化並びに相乗効果発揮により「ポート
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フォリオ経営の強化・充実・拡大」をはかることを最大のテーマとしており、その実現のために

最適なグループ組織の構築を実行してきております。 

現在映像ソフト市場においては、ネットワーク環境の普及などによる流通構造の変化やボーダ

レス化、次世代メディアの登場による市場の変化などにより、環境が大きく変化するとともにグ

ローバル規模で競争が激化しています。このような環境下において、当社は、グループ全体の中

長期的な戦略のもとスピーディな経営判断を行うために、本公開買付け及びその後に予定してい

る後述の株式交換によりバンダイビジュアルを完全子会社化することが必要であるものと判断い

たしました。これにより、当社はバンダイナムコグループの核となるコンテンツ戦略をより確実

かつ効果的に実行し、グループの相乗効果による総合力を発揮することで事業を成長させ、グル

ープ企業価値の最大化をはかるとともに、現在策定中の次期中期経営計画において、グループ全

体の最適な組織体制の構築を検討・実行してまいります。 

なお、バンダイビジュアルとしましても、上記のようなバンダイビジュアルを取り巻く環境の

変化がより激しさを増す昨今、バンダイビジュアルグループが実施しております「クロスコンテ

ンツ・クロスメディア戦略」をより確実かつ効果的に実行する上では、バンダイビジュアルグル

ープ内にとどまらず、バンダイナムコグループにおける映像音楽コンテンツ戦略ビジネスユニッ

ト内でより柔軟な事業再編を行うことが必要であると考えております。そして、そのような事業

再編を機動的に実行し、グループシナジーの最大化をはかっていくことが、バンダイビジュアル

の中長期的な成長及び企業価値の最大化を実現するため不可欠であることから、親会社である当

社の完全子会社となることが最善であると判断し、当社の本公開買付けに賛同することを決定し

ております。 

 

（２）買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する措置 

 

本公開買付けの買付価格である１株当たり 287,000 円は、バンダイビジュアルの普通株式の東

京証券取引所における過去１ヶ月間（平成 19 年 10 月８日から平成 19 年 11 月７日まで）の売買

価格の出来高加重平均株価（228,862 円。小数点以下を四捨五入。）に約 25.4％（小数点以下第二

位を四捨五入。）のプレミアムを、また、平成 19 年 11 月７日の東京証券取引所における終値

（222,000 円）に約 29.3％（小数点以下第二位を四捨五入。）のプレミアムを加えた金額となり

ます。 

バンダイビジュアルは当社の子会社に該当することから、本公開買付けにおける買付け等の価

格の評価の公正性を担保するための措置の一つとして、当社とは別個に、当社及びバンダイビジ

ュアルとは独立した第三者機関であり、かつ関連当事者に該当しない野村證券株式会社（以下、

「野村證券」といいます。）にバンダイビジュアルの株式価値の算定を依頼し、平成19年11月２

日付でバンダイビジュアルの株式価値に関する「株式価値算定書」（以下、「算定書」といいま

す。）を取得しました。算定書では、市場株価平均法、ディスカウンテッド・キャッシュフロー

法（以下、「DCF法」といいます。）の各手法を用いて分析をしております。平成19年11月８日開

催のバンダイビジュアルの取締役会においては、算定書を参考にしたうえで、本公開買付けの買

付価格や、本公開買付けに関する諸条件の妥当性について当社及びバンダイビジュアルの財務状

況、事業上のシナジー及び株主間の公平性等の観点から慎重に検討いたしました。その結果、バ
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ンダイビジュアルにおいては、本公開買付けがバンダイビジュアルの企業価値向上に寄与するも

のであるとともに、その買付価格が算定書における各手法で算定されたバンダイビジュアルの株

式価値の下限値を上回り、バンダイビジュアルの株式の直近の市場株価に対しても合理的な価格

であることから、バンダイビジュアルの株主に対してバンダイビジュアルの普通株式の適切な売

却機会を提供するものであるとの判断がなされ、本公開買付けに賛同する決議がなされておりま

す。バンダイビジュアルの社外取締役１名及び社外監査役３名は、平成19年11月８日の取締役会

を含めて複数回に亘りバンダイビジュアルの株式価値や本公開買付けに関する諸条件等について

協議を行った上で、かかる賛同決議に賛成である旨の意見を述べています。 

なお、バンダイビジュアルの代表取締役を兼任している当社の非常勤取締役川城和実は、取締

役の兼任による潜在的な利益相反を回避する観点から、本公開買付けの諸条件に関する当社の取

締役会における審議及び決議並びにこれに先立つ当社内部での検討に参加しておりません。 

 

（３）本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項） 

 

当社は、現在、バンダイビジュアルの発行済株式総数の 62.39％（89,850 株）を保有し、バン

ダイビジュアルを連結子会社としておりますが、このたびバンダイビジュアルを完全子会社化す

ることを目的として、バンダイビジュアルの発行済株式の全て（但し、当社が既に保有している

バンダイビジュアルの株式を除きます。）の取得を目指して本公開買付けを行います。また、当社

は、本公開買付けによりバンダイビジュアルの発行済株式の全てを取得できなかった場合、当社

を完全親会社、バンダイビジュアルを完全子会社とする株式交換（法令に従いバンダイビジュア

ルの株主総会による承認決議を経ずに略式株式交換を行う場合もあります。以下、「本株式交換」

といいます。）によりバンダイビジュアルを完全子会社化することを計画しております。なお、バ

ンダイビジュアルの株主総会において本株式交換に係る株式交換契約の承認議案その他の株式交

換の実行を目的及び内容とする議案が付議された場合、当社は当該議案に賛成する予定でありま

す。 

本株式交換が行われる場合、当社が本株式交換に際してバンダイビジュアルの株主（当社を除

きます。）に対してその株式に代わり交付することとなる金銭等（当社の株式を含みます。）の内

容及び数若しくは額の詳細は現段階では未定ですが、当社は、本公開買付けの買付価格を基準と

して算出され、本公開買付けの買付価格に準ずる経済的価値の金銭等を交付することを提案する

予定です。但し、本株式交換の対価となる金銭等及びその割当てに関する事項は、当社及びバン

ダイビジュアルの今後の事業を取り巻く環境の変化、株式市場及び両社の業績の変動等の影響、

本株式交換に係る株式交換契約締結時の両社の株式価値の評価等を踏まえた上で、当社とバンダ

イビジュアルの協議により決定されますので、その経済的価値は本公開買付けの買付価格とは異

なることとなる可能性があります。また、本株式交換に際して、バンダイビジュアルの株主が法

令の手続きに従い、バンダイビジュアルに対して株式買取請求を行うことができる場合がありま

すが、この場合の１株当たりの買取価格についても、本公開買付けの買付価格又は本株式交換に

よりバンダイビジュアルの株主が受領する経済的価値と異なることとなる可能性があります。本

公開買付け、本株式交換又は本株式交換に際しての株式買取請求に係る税務上の取扱いについて

は、各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。 
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なお、当社とバンダイビジュアルの株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合

意に関する事項はありません。 

 

（４）上場廃止となる見込みがある旨 

 

バンダイビジュアルの普通株式は東京証券取引所に上場していますが、本公開買付けにおいて

買付予定の株券等の数に上限及び下限が設けられておらず、応募株券等の全部の買付けが行われ

るため、本公開買付けの結果によっては、仮にその後本株式交換を行わない場合であっても、バ

ンダイビジュアルの普通株式は、東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て

上場廃止となる可能性があります。また、上記のとおり本株式交換が行われる場合には、バンダ

イビジュアルの普通株式は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃

止となる見込みです。上場廃止となった場合、バンダイビジュアルの普通株式は東京証券取引所

において取引ができなくなり、当該株式を将来売却することが困難になると予想されます。
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２．買付け等の概要  

(１)対象者の概要         

① 商 号 バンダイビジュアル株式会社 

② 事 業 内 容 映像・音楽コンテンツの企画・製作・販売 

③ 設 立 年 月 日 昭和58年８月23日 

④ 本 店 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目９番２号 

⑤ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  川城 和実 

⑥ 資 本 金 21億8,250万円 

⑦ 

 

大 株 主 及 び 

持 株 比 率 

（注１） 

株式会社バンダイナムコホールディングス    62.39%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社    1.73%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社        1.69%

モルガンスタンレーアンドカンパニーインタ 

ーナショナルリミテッド（常任代理人 モル 

ガン・スタンレー証券株式会社）              1.37%

株式会社三井住友銀行                        1.25%

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行                  0.93%

株式会社サンライズ                          0.78%

ゴールドマンサックスインターナショナル 

（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券 

株式会社）                                  0.73%

バンダイビジュアル従業員持株会              0.67%

角田 良平                                  0.62% 

＊平成19年２月28日現在 

資 本 関 係 当社は、バンダイビジュアルの発行済株式

総数の63.18％（90,975株（間接保有分

0.78%を含む。））を所有しております。

人 的 関 係 バンダイビジュアルの代表取締役１名は

当社の非常勤取締役です。 

取 引 関 係 バンダイビジュアルは、当社に対して 

・ブランディングコンサルティング（注２）

の委託 

・資金の貸付 

を行っております。 

⑧ 
買付者と対象者の 

関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

バンダイビジュアルは当社の連結子会社

であるため、関連当事者に該当します。 

（注１）「大株主及び持株比率」の計算においては、小数点以下第三位を切り捨てております。 

（注２）「ブランディングコンサルティング」とは、バンダイビジュアルがバンダイナムコグ

ループブランドを効果的に活用するためのコンサルティング業務です。 
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(２)買付け等の期間 

①届出当初の買付け等の期間 

 平成19年11月９日（金曜日）から平成19年12月10日（月曜日）まで（21営業日） 

②対象者の請求に基づく延長の可能性 

金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下、「法」と

いいます。）第27条の10第３項の規定により、バンダイビジュアルから買付け等の期

間（以下、「公開買付期間」といいます。）の延長を請求する旨の記載がされた意見

表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、平成19年12月21日（金曜

日）までとなります。 

(３)買付け等の価格 １株につき、金287,000円 

(４)買付け等の価格の算定根拠等 

①算定の基礎 

本公開買付価格である１株あたり287,000円は、第三者算定人である大和証券エスエ

ムビーシー株式会社（以下、「大和証券エスエムビーシー」といいます。）が提出し

た株式価値算定書（以下、「株式価値算定書」といいます。）を参考にして決定しま

した。同社はDCF法、市場株価法及び類似会社比較法の各手法を用いてバンダイビジュ

アルの株式価値算定を行いました。株式価値算定書によりますと、DCF法では253,054

円から313,902円、市場株価法では225,256円から242,387円及び類似会社比較法では

240,912円から273,438円のレンジがバンダイビジュアルの株式価値の算定結果として

示されておりました。 

当社は、上記の評価結果を参考にしつつ、株式価値算定書の株価レンジを勘案して、

１株あたり株式価値の範囲を当該評価結果の下限値である225,256円から上限値であ

る313,902円の範囲内で検討を進めました。また、過去の公開買付け事例における市場

株価に付与されたプレミアムの実績、バンダイビジュアルによる本公開買付けへの賛

同の可否及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案した上で、バンダイビジュアル

と協議・交渉した結果、最終的に買付価格を287,000円と決定いたしました。 

なお、本公開買付価格はバンダイビジュアルの普通株式の東京証券取引所における

過去１ヶ月間（平成19年10月８日から平成19年11月７日まで）の売買価格の出来高加

重平均株価（228,862円。小数点以下を四捨五入。）に対して25.4％（小数点以下第二

位を四捨五入。）のプレミアムを、また、平成19年11月７日の東京証券取引所におけ

る終値（222,000円）に約29.3％（小数点以下第二位を四捨五入。）のプレミアムを加

えた金額となります。 

②算定の経緯 

  当社では、次期中期経営計画の策定にあたり、バンダイナムコグループの経営上の

課題や将来の可能性について検討を行ってまいりました。このような検討の過程で、
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当社は、経営戦略を遂行するための最適なグループ組織体制を目指すべく、平成19年

７月頃からバンダイビジュアルの完全子会社化についても検討を開始しました。 

 その結果、当社は、バンダイビジュアルを当社の完全子会社とすることによりバン

ダイナムコグループにおける事業再編等をより柔軟かつ機動的に行っていくことが、

バンダイビジュアルのみならずバンダイナムコグループの中長期的な企業価値の向上

につながるものと判断して、本公開買付けを実施することとし、以下の経緯により買

付価格の決定をいたしました。 

 

ｉ．第三者算定人からの「株式価値算定書」の取得について 

当社は本公開買付けの買付価格を決定するにあたり、参考情報とすべく、大和証

券エスエムビーシーに対して平成19年９月頃、バンダイビジュアルの株式価値の算

定を依頼し、バンダイビジュアルの株式価値に関する株式価値算定書を平成19年11

月７日付で大和証券エスエムビーシーより取得いたしました。なお、大和証券エス

エムビーシーは、当社と独立した算定機関であり、当社の関連当事者には該当しま

せん。 

ⅱ．「株式価値算定書」の概要について 

当社が公開買付価格決定の参考とした株式価値算定書においては、DCF法、市場株

価法及び類似会社比較法が、算定手法として採用されております。株式価値算定書

によりますと、DCF法では253,054円から313,902円、市場株価法では225,256円から

242,387円及び類似会社比較法では240,912円から273,438円のレンジがバンダイビ

ジュアルの株式価値の算定結果として示されておりました。 

ⅲ．公開買付価格の決定経緯について 

当社は、上記の評価結果を参考にしつつ、株式価値算定書の株価レンジを勘案し

て、１株あたり株式価値の範囲を当該評価結果の下限値である225,256円から上限値

である313,902円の範囲内で検討を進めました。また、過去の公開買付け事例におけ

る市場株価に付与されたプレミアムの実績、バンダイビジュアルによる本公開買付

けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し等を総合的に勘案した上で、バンダイ

ビジュアルと協議・交渉した結果、平成19年11月８日開催の当社取締役会において

最終的に買付価格を287,000円と決定いたしました。 

ⅳ．買付価格の公正性を担保し、利益相反を回避するための措置について 

バンダイビジュアルは当社の子会社に該当することから、本公開買付けにおける

買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置の一つとして、当社とは別個

に、当社及びバンダイビジュアルとは独立した第三者機関であり、かつ関連当事者

に該当しない野村證券にバンダイビジュアルの株式価値の算定を依頼し、平成19年

11月２日付でバンダイビジュアルの株式価値に関する算定書を取得しました。算定

書では、市場株価平均法、DCF法の各手法を用いて分析をしております。平成19年11

月８日開催のバンダイビジュアルの取締役会においては、算定書を参考にしたうえ
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で、本公開買付けの買付価格や、本公開買付けに関する諸条件の妥当性について当

社及びバンダイビジュアルの財務状況、事業上のシナジー及び株主間の公平性等の

観点から慎重に検討いたしました。その結果、バンダイビジュアルにおいては、本

公開買付けがバンダイビジュアルの企業価値向上に寄与するものであるとともに、

その買付価格が算定書における各手法で算定されたバンダイビジュアルの株式価値

の下限値を上回り、バンダイビジュアルの株式の直近の市場株価に対しても合理的

な価格であることから、バンダイビジュアルの株主に対してバンダイビジュアルの

普通株式の適切な売却機会を提供するものであるとの判断がなされ、本公開買付け

に賛同する決議がなされております。バンダイビジュアルの社外取締役１名及び社

外監査役３名は、平成19年11月８日の取締役会を含めて複数回に亘りバンダイビジ

ュアルの株式価値や本公開買付けに関する諸条件等について協議を行った上で、か

かる賛同決議に賛成である旨の意見を述べています。 

なお、バンダイビジュアルの代表取締役を兼任している当社の非常勤取締役川城

和実は、取締役の兼任による潜在的な利益相反を回避する観点から、本公開買付け

の諸条件に関する当社の取締役会における審議及び決議並びにこれに先立つ当社内

部での検討に参加しておりません。 

 

③算定機関との関係 

 大和証券エスエムビーシーは、当社の関連当事者には該当しません。 

(５)買付予定の株券等の数 

株券等の種類 ①株式に換算した

買付予定数 

②株式に換算した買

付予定の下限 

③株式に換算した買

付予定の上限 

株 券 54,150  株 － 株 － 株

新 株 予 約 権 証 券 － 株 － 株 － 株

新株予約権付社債券 － 株 － 株 － 株

株券等信託受益証券 － 株 － 株 － 株

株 券 等 預 託 証 券 － 株 － 株 － 株

合 計 54,150  株 － 株 － 株

（注１） 本公開買付けでは、法第27条の13第４項各号に掲げるいずれの条件も付しておらず、

応募株券（以下、「応募株券等」といいます。）の全部の買付けを行います。 

（注２） 本公開買付けにより当社が取得する株券等の最大数（以下、「買付予定数」といいま

す。）は、「株式に換算した買付予定数」に記載しているとおり、バンダイビジュア

ルの第24期有価証券報告書（提出日：平成19年５月21日）に記載された平成19年２月

28日現在の発行済株式総数（144,000株）から当社の所有する株式数（89,850株）を控

除した株式数です。 
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(６)買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者 

の所有株券等に係る議決権の数 

89,850個 （買付け等前における株券等所有割合

62.40％） 

買付け等前における特別関係者 

の所有株券等に係る議決権の数 

4,409個 （買付け等前における株券等所有割合

3.06％） 

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 

54,150個 （買付け等後における株券等所有割合

100.00％） 

対象者の総株主等の議決権の数 144,000個  

（注１）「買付け等前における株券等所有割合」の計算においては、「対象者の総株主等の議

決権の数」を分母としております。 

（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、バンダイビジュアルの第24期有価証券報告書

（提出日：平成19年５月21日）に記載された総株主の議決権の数です。 

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」

は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

 

(７)買付代金  15,541,050,000円 

（注）「買付代金」は、買付予定数（54,150株）に１株あたりの買付価格を乗じた金額を記載

しています。 

 

(８)決済の方法 

①買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

大和証券エスエムビーシー株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 

大和証券株式会社  東京都千代田区大手町二丁目６番４号 

 

②決済の開始日 

平成19年12月18日（火曜日） 

（注）法第27条の10第３項の規定により、バンダイビジュアルから公開買付期間の延長

を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合、決済の開始日は

平成20年１月９日（水曜日）となります。 

 

③決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の

住所又は所在地（外国人株主の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 

買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の

指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等

の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人又は復代理人の応募受付をした各本店又

は全国各支店にてお支払いします。 
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(９)その他買付け等の条件及び方法 

①法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

該当事項はありません。当社は、応募株券等の全部の買付けを行います。 

②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

 金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下、「令」

といいます。）第 14 条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第２号、第３号イない

しチ、第５号並びに同条第２項第３号ないし第６号に定める事項のいずれかが生じた場

合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞に掲載します。

但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者による

株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正

を含みます。以下、「府令」といいます。）第 20 条に規定する方法により公表を行い、そ

の後直ちに公告を行います。 

③買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第 27 条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中にバンダイビジュアルが令

第 13 条第１項に定める行為を行った場合は、府令第 19 条第１項に定める基準に従い買

付け等の価格の引下げを行うことがあります。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新

聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府

令第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格

の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後

の買付条件等により買付けを行います。 

④応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除す

ることができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の 16 時までに応募受付

けをした公開買付代理人（復代理人にて応募受付をした場合には復代理人）の本店又は

全国各支店に解除書面（公開買付応募申込受付票及び公開買付けに係る契約の解除を行

う旨の書面）を交付又は送付して下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期

間末日の 16 時までに到達することを条件とします。 

なお、当社は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を応募株

主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担

とします。解除を申し出られた場合には、手続終了後速やかに応募株券等を以下に記載

する方法により返還します。 
 
上記「(９)その他買付け等の条件及び方法」の「②公開買付けの撤回等の条件の有無、

その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等を買付けないこと

となった場合には、返還することが必要な株券等は、応募株主等の指示により、公開買
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付期間末日の翌々営業日（本公開買付けの撤回等を行った場合は本公開買付けの撤回等

を行った日）以後速やかに、下記の方法により返還します。 

（イ）応募に際し公開買付代理人又は復代理人に対して株券等が提出された場合には、

買付けられなかった株券等を応募株主等へ交付又は応募株主等の住所（外国人

株主の場合はその常任代理人の住所）へ郵送します。 

（ロ）公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付代理人若しくは復代理人を通

じて株式会社証券保管振替機構）により保管されている株券等について応募が

行われた場合は、買付けられなかった株券等を応募が行われた時の保管の状態

に戻します。 

⑤買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、

その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが

困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行い

ます。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等につ

いても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 

⑥訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容の

うち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第 20 条に規定する方法により

公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付

している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但し、

訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を

記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 

⑦公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に令第９条の４及び府令第

30 条の２に規定する方法により公表します。 

⑧その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われた

ものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（フ

ァクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス、電話を含みますが、これ

らに限りません。）を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて

行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又

は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国において若しくは米国に向けて、

又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる

送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付

けへの応募はお受けしません。 

本公開買付けに日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主等の方は、以下の
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表明・保証を行うことを要求されることがあります。 

応募者が本公開買付けに関するいかなる情報又は書類も、米国内において、若しくは

米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、本公開買

付け若しくは応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便そ

の他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インター

ネット通信、テレックス、電話を含むが、これらに限らない。）又は米国内の証券取引所

施設を利用していないこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持たない代理

人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと（当該本人が本公開買付けに

関する全ての指示を米国外から与えている場合を除く。）。 

 

(10) 公開買付開始公告日 

平成19年11月９日（金曜日） 

 

(11) 公開買付代理人 

   大和証券エスエムビーシー株式会社 

 大和証券株式会社（復代理人） 

 

３．その他 

(１)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 

本公開買付けについて、バンダイビジュアルの取締役会は賛同の意を表明しています。 

 

(２)投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

バンダイビジュアルは、平成19年10月12日に、東京証券取引所において平成20年２月

期中間決算短信を公表しております。当該公表に基づく、同期のバンダイビジュアルの

連結損益状況等は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の２の

規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。また、以下の公表内容の概要は、バ

ンダイビジュアルが公表した内容を一部抜粋したものであり、当社はその正確性及び真

実性について独自に検証しうる立場になく、また実際かかる検証を行っておりません。

詳細につきましては、当該公表の内容をご参照下さい。 
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①【損益の状況】 

決算年月 
平成 19 年８月中間期 

（第 25 期中） 

売上高（千円） 13,325,723

売上原価（千円） 8,435,775

販売費及び一般管理費（千円） 3,232,596

営業外収益（千円） 90,596

営業外費用（千円） 9,206

中間純利益（千円） 802,575

 

②【１株当たりの状況】 

決算年月 
平成 19 年８月中間期 

（第 25 期中） 

１株当たり中間純利益（円） 5,573.44

１株当たり中間配当額（円） 1,500.00

１株当たり純資産額（円） 100,519.24

 

(３)本公開買付けが当社の業績に与える影響 

本公開買付けによる当社の連結業績及び単体業績への影響については、本公開買付け

の結果を受けたのち、確定次第速やかに発表いたします。 

 

※ なお本日（平成19年11月８日）情報開示しておりますバンダイネットワークス株式会社の株

式公開買付けの詳細に関しましては、「バンダイネットワークス株式会社の株式に対する公

開買付けの開始に関するお知らせ」の開示資料に記載しておりますので、ご参照下さい。 

 

以 上 
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